
 
 
 

岐阜県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等確保等事業実施要綱 

 

 

第１ 目的 

県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等を図るため、県内において障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５条第１項に規定する障害福祉サービスを行う事業、同条第１１項に規定する

障害者支援施設において同条第１項に規定する施設障害福祉サービスを行う事業、同

条第１８項に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援を行う事

業、同条第７項に規定する障害児相談支援事業並びに同法第４２条に規定する障害児

入所施設及び同法第４３条に規定する児童発達支援センターを運営する事業（以下こ

れらを「障害福祉サービス等事業」という。）を行う者（以下「補助事業者」という。）

が関係者との緊急かつ密接な連携の下、当該感染症に感染する機会を減らしつつ、必

要なサービスを継続して提供できるよう、通常のサービスの提供では想定されないか

かり増し経費等を支援することを目的とする。 

 

第２ 事業内容等 

（１）補助対象事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等を図るため、

補助事業者が行う障害福祉サービス等事業所におけるサービス継続及び障害福

祉サービス等事業所との連携に係る事業とする。 

（２）補助事業者から提出された「障害福祉サービス等確保等事業費補助金事業計画

書」（別紙１）に基づく障害福祉サービスの確保等に要する経費等を補助する。 

（３）県は、補助事業者に対し、その実施状況について「岐阜県新型コロナウイル

ス感染症に係る障害福祉サービス等確保等事業事業実績報告書（岐阜県新型コ

ロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等確保等事業費補助金所要額調

（精算書））」（別紙２）により、補助対象事業の完了の日（廃止の承認を受

けた場合は、当該承認を受けた日。）から起算して３０日を経過した日又は当

該完了の日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、実績報告を求

める。 

 

第３ 補助額 

  補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額とを比

較して少ない方の額（当該額に 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額） 

 

第４ 補助率 

  １０分の１０ 

 

第５ 補助対象経費 

補助対象事業の実施に必要なかかり増し経費のうち、報酬、給料、職員手当等、賃



金、共済費、報償費、旅費、需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱

水費及び修繕料）、役務費（通信運搬費、手数料、保険料及び広告料）、委託料、使

用料及び賃借料並びに備品購入費 

※ 上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とする。 

 

第６ その他 

  この補助金に係る補助対象経費に重複して他の補助金、負担金等の交付を受けてい

るものについては、本事業の補助対象としない。 

 

第７ 経費の補助 

県は、本事業に要する経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内

で補助するものとする。 

 



別紙１ 障害福祉サービス等確保等事業費補助金事業計画書 

 

事業名： 

事業所名 事業種別 経費 内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※別紙２「（参考）事業ごとの対象経費と費目の例」を参照に、事業ごとに要する経費

及び内容を記載ください。



別紙２ 

 

 



 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


